
東京都市計画都市再生特別地区の変更 

都市計画都市再生特別地区を次のように変更する。 

種類 面 積 

建築物その他

の工作物の誘

導すべき用途 

建築物の 

容積率の 

最高限度 

建築物の 

容積率の 

最低限度 

建築物の 

建蔽率の

最高限度 

建築物の 

建築面積の 

最低限度 

建築物の高さの 

最高限度 壁面の位置の制限 備考 

都
市
再
生
特
別
地
区
（
歌
舞
伎
町
一
丁
目
地
区
）

約 0.6ha - 150/10 

（注１） 

た だ し 、

85/10 以上を

文化発信施設

（劇場等）、宿

泊施設及びこ

れらに付随す

る施設の用途

とする。 

40/10 8/10 

（注２） 

500㎡ 高層部：225ｍ 

低層部：135ｍ 

※高さの基準点は

T.P.+30.8 ｍ と

する。 

建築物の外壁又は

これに代わる柱は計画

図に示す壁面線を越

えて建築してはならな

い。ただし、歩行者の

安全性及び回遊性を

高めるために設ける建

築物その他公益上必

要な建築物について

は、この限りでない。 

１ 中水道施設の用に

供する部分は、600㎡

を上限として、容積

率の算定の基礎とな

る延べ面積から除く

（注１）。 

２ 地域冷暖房施設の

用に供する部分は、

2,000 ㎡を上限とし

て、容積率の算定の

基礎となる延べ面積

から除く（注１）。 

３ 発電所の用に供す

る部分は、400㎡を上

限として容積率の算

定の基礎となる延べ

面積から除く 

（注１）。 

４ 建築基準法第 53条

第 5 項第一号に該当

する建築物にあって

は、2/10 を加えた数

値とする（注２）。 

５ 別添図のとおり、

道路表層整備及び交

差点改良等を行う。 
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その他の既決定の地区 面 積 位 置 

都市再生特別地区(大崎駅西口Ｅ東地区) 

都市再生特別地区(大崎駅西口Ａ地区) 

都市再生特別地区(丸の内１－１地区) 

都市再生特別地区(大手町地区) 

都市再生特別地区(西新宿一丁目７地区) 

都市再生特別地区(丸の内２－１地区) 

都市再生特別地区(淡路町二丁目西部地区) 

都市再生特別地区(大手町一丁目６地区) 

都市再生特別地区(日本橋室町東地区) 

都市再生特別地区(北品川五丁目第１地区) 

都市再生特別地区(銀座四丁目６地区) 

都市再生特別地区(渋谷二丁目２１地区) 

都市再生特別地区(神田駿河台三丁目９地区) 

都市再生特別地区(京橋二丁目１６地区) 

都市再生特別地区(丸の内二丁目７地区) 

都市再生特別地区(京橋二丁目３地区) 

都市再生特別地区(銀座四丁目１２地区) 

都市再生特別地区(神田駿河台四丁目６地区) 

都市再生特別地区(京橋三丁目１地区) 

都市再生特別地区(丸の内一丁目１－１２地区) 

都市再生特別地区(銀座六丁目１０地区) 

都市再生特別地区(日本橋二丁目地区) 

都市再生特別地区(大手町一丁目１地区) 

都市再生特別地区(浜松町二丁目４地区) 

都市再生特別地区(渋谷駅地区) 

都市再生特別地区(渋谷三丁目２１地区) 

都市再生特別地区(日比谷地区) 

約  2.4 ha 

約  1.8 ha 

約  1.2 ha 

約 16.2 ha 

約  0.9 ha 

約  1.7 ha 

約  2.2 ha 

約  1.5 ha 

約  1.8 ha 

約  3.6 ha 

約  0.9 ha 

約  1.1 ha 

約  2.2 ha 

約  0.7 ha 

約  1.7 ha 

約  1.0 ha 

約  1.0 ha 

約  1.3 ha 

約  1.3 ha 

約  1.3 ha 

約  1.4 ha 

約  4.8 ha 

約  2.4 ha 

約  3.2 ha 

約  4.9 ha 

約  1.0 ha 

約  1.4 ha 

品川区大崎二丁目及び大崎三丁目各地内 

品川区大崎二丁目地内 

千代田区丸の内一丁目及び中央区八重洲一丁目各地内 

千代田区大手町一丁目及び大手町二丁目並びに中央区八重洲一丁目各地内 

新宿区西新宿一丁目地内 

千代田区丸の内二丁目地内 

千代田区神田淡路町二丁目地内 

千代田区大手町一丁目地内 

中央区日本橋室町一丁目及び日本橋室町二丁目各地内 

品川区北品川五丁目地内 

中央区銀座四丁目地内 

渋谷区渋谷二丁目地内 

千代田区神田駿河台三丁目地内 

中央区京橋二丁目地内 

千代田区丸の内二丁目地内 

中央区京橋二丁目地内 

中央区銀座四丁目地内 

千代田区神田駿河台四丁目地内 

中央区京橋三丁目地内 

千代田区丸の内一丁目及び中央区八重洲一丁目各地内 

中央区銀座六丁目地内 

中央区日本橋二丁目地内 

千代田区大手町一丁目地内 

港区浜松町二丁目地内 

渋谷区渋谷二丁目、道玄坂一丁目及び道玄坂二丁目各地内 

渋谷区渋谷二丁目及び渋谷三丁目各地内 

千代田区有楽町一丁目地内 



都市再生特別地区(虎ノ門二丁目地区) 

都市再生特別地区(桜丘町１地区) 

都市再生特別地区(丸の内三丁目１０地区) 

都市再生特別地区(竹芝地区) 

都市再生特別地区(虎ノ門四丁目地区) 

都市再生特別地区(虎ノ門一丁目３・１７地区) 

都市再生特別地区(大手町一丁目２地区) 

都市再生特別地区(八重洲一丁目６地区) 

都市再生特別地区(八重洲二丁目１地区) 

都市再生特別地区(宇田川町１５地区) 

都市再生特別地区(京橋一丁目東地区) 

都市再生特別地区(八重洲二丁目中地区) 

都市再生特別地区(虎ノ門・麻布台地区) 

都市再生特別地区(日本橋一丁目中地区) 

都市再生特別地区(芝浦一丁目地区) 

都市再生特別地区(虎ノ門一・二丁目地区) 

約  2.9 ha 

約  2.6 ha 

約  1.6 ha 

約  2.4 ha 

約  1.8 ha 

約  2.2 ha 

約  2.8 ha 

約  1.4 ha 

約  1.7 ha 

約  0.7 ha 

約  1.6 ha 

約  2.2 ha 

約  8.1 ha 

約  3.9 ha 

約  4.7 ha 

約  2.4 ha 

港区虎ノ門二丁目及び赤坂一丁目各地内 

渋谷区桜丘町及び道玄坂一丁目各地内 

千代田区丸の内三丁目地内 

港区海岸一丁目地内 

港区虎ノ門三丁目及び虎ノ門四丁目各地内 

港区虎ノ門一丁目地内 

千代田区大手町一丁目地内 

中央区八重洲一丁目地内 

中央区八重洲二丁目地内 

渋谷区宇田川町及び神南一丁目各地内 

中央区京橋一丁目地内 

中央区八重洲二丁目地内 

港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及び六本木三丁目各地内 

中央区日本橋一丁目地内 

港区芝浦一丁目及び海岸二丁目各地内 

港区虎ノ門一丁目及び虎ノ門二丁目各地内 

小 計 約107.9 ha 

今回変更する地区 

都市再生特別地区(赤坂二丁目地区) 

都市再生特別地区(歌舞伎町一丁目地区)※本件 

約  2.0 ha 

約  0.6 ha 

港区赤坂一丁目及び赤坂二丁目各地内 

新宿区歌舞伎町一丁目及び歌舞伎町二丁目各地内 

合 計 約110.5 ha 

「位置、区域、高さの最高限度及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理 由 ： 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再生特別地区を変更する。 
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凡例

都市再生特別地区の区域

高層部
（GL+225ｍ以下とする。）

低層部
（GL+135ｍ以下とする。）

壁面の位置の制限
（道路境界線から3ｍ）

N
0 50m2010

壁面の位置の制限
（道路境界線から2ｍ）

建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度

及
び
壁
面
の
位
置
の
制
限
範
囲

※高さの基準点は、T.P.＋30.8mとする。
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東京都市計画地区計画の変更 

都市計画歌舞伎町シネシティ広場周辺地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 歌舞伎町シネシティ広場周辺地区地区計画 

  位   置 ※ 新宿区歌舞伎町一丁目及び歌舞伎町二丁目各地内 

  面   積 ※ 約２．２ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、めざましい戦災復興や高度経済成長期を経て、新宿コマ劇場やシネシティ広場を中心に、映画、演劇等の大

衆文化・娯楽をシンボルとして、大きな発展を遂げてきた地区である。一方、本地区を含む歌舞伎町では、治安の悪化や

美観を損なうゴミ、看板や違法駐車の問題が発生したことから、区は、「安全・安心」「環境美化」「地域活性化」「まちづ

くり」等の対策を総合的に進めるため、区民、事業者、関係機関とともに官民一体で誰もが安心して楽しめるまちに再生

する取組「歌舞伎町ルネッサンス」の推進を都市マスタープランに位置付け、新しい時代にふさわしいまちづくり活動を

継続的に実施してきた。 

「歌舞伎町ルネッサンス」の目指すまちづくりを進めるために、区は、平成１９年３月に「歌舞伎町まちづくり誘導方

針」を策定（平成２１年１１月一部改定）し、歌舞伎町の将来像、まちづくりの方針及び具体化プログラムを示した。ま

た、平成２５年４月には「歌舞伎町街並みデザインガイドライン」（以下「デザインガイドライン」という。）を策定し、

主にハード面の具体的な整備方針を定めた。 

これを踏まえ、本地区では、情報文化、業務、娯楽機能等からなる多様性を持った、観光・交流拠点としての魅力の向

上を図る。 

シネシティ広場を核に、「大衆文化・娯楽の企画、制作、発表のまち」としての情報発信イベント等が行われる屋外劇場

的都市空間を創出し、歩行空間の整備を行い、建築物の更新と高度利用を誘導することで魅力ある良好な街並みを形成す

るとともに、まちの活力や賑わいの創出を図り、「エンターテイメントシティ歌舞伎町」の再生を目指す。あわせて、「安

全・安心」「環境美化」「地域活性化」「まちづくり」等の活動を進めることで、継続的なまちの発展を目指す。 

また、地区の変化に応じ、将来に渡り段階的に地区整備計画の策定を進めることで、地区にとって合理的かつ有効とな

るまちづくりを行うものとする。（段階的な地区整備計画については、方針附図に示すとおり。） 

さらには、官民が協働で取り組むことで、世界から集まる人々をもてなす宿泊飲食機能、物販機能及びエンターテイメ

ント関連サービス等を誘導し、誰もが安心して健全に楽しめる魅力ある拠点を形成するとともに、国内外から人を集める

世界的な繁華街として、ユニバーサルデザインに配慮した安全・安心なまちづくりの推進を目指す。 
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に
関
す
る
方
針

土地利用の方針 

１ 土地の有効利用と魅力的な都市景観の創出により、活力と賑わいのある市街地を形成するとともに、建築物の更新を誘

導し、防災性の向上を図ることで、安全・安心な市街地を形成する。 

２ 個別段階的な整備については、導入機能の多様性、魅力空間の形成などを誘導し、エンターテイメントに関わるあらゆ

る情報を発信する高密度情報空間の形成に努める。 

３ デザインガイドラインにおいて地域の「魅力ある５つの軸」の一つと位置付けられている花道通りについては、主要な

街路として魅力ある歩行空間を創出するとともに、地域の核であるシネシティ広場やその周辺と連携し、回遊性の向上

を図る。 

４ シネシティ広場からの賑わいの波及とつながりを生む歩行者ネットワークの創出に寄与する歩行空間の拡充を段階的

に目指す。 

５ 世界から集まる人々をもてなす国際観光拠点としての機能の向上を図る。 

地区施設の整備の方針 

国際観光拠点にふさわしいアクセシビリティ確保のために整備するバス乗降場からの歩行者ネットワークを強化すると

ともに、バスアクセスルートとしての道路整備を行う花道通りの歩道機能を補完するため、歩道状空地や歩行者通路を整

備する。 

建築物等の整備の方針 

１ シネシティ広場周辺については、広場を中心とした屋外劇場的都市空間を創出するため、景観に配慮した建築物の更

新を誘導する。 

２ シネシティ広場を核として建築物の更新と良好な街並みの形成を誘導し、まちの活力や賑わいを創出するとともに、

歩行者の安全性と回遊性の向上を図るため、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置

の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物等の高さの最高限度を定める。 

３ デザインガイドラインにおいて地域の「魅力ある５つの軸」の一つと位置付けられている花道通りの沿道建築物につ

いては、壁面線を指定し、歩行空間を確保するとともに、壁面の位置の制限が定められた敷地の斜線制限、前面道路

幅員による容積率の制限を緩和し、良好な街並みを誘導する。また、段階的に壁面の位置の制限を定めることにより、

ユニバーサルデザインに配慮した歩行空間の拡充を図る。

４ 良好な都市景観を創出するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

５ 賑わい空間の創出と防災性の向上及び誰もが安心して健全に楽しめる魅力ある拠点形成の推進のため、場外勝馬投票

券発売所、競輪場外車券売場、競艇場外発売所、オートレース場外車券売場、地階を除く４階以下の部分における倉

庫業を営む倉庫及びガソリンスタンドを含む危険物の貯蔵又は処理施設（敷地内建築物の供給処理に伴う危険物の貯

蔵庫を除く。）の進出の抑制に努める。 



地
区
整
備
計
画 

地区施設の 

配置及び規模 

種類 名称 幅員 延長 備考 

その他の 

公共空地 

歩道状空地 ３ｍ 約７０ｍ 新設 

歩行者通路 約３ｍ 約６５ｍ 

新設 

ただし、バス・タク 

シー乗降スペース

等を含む。 

建
築
物
に
関
す
る
事
項 

建築物の容積率 

の最高限度※ 

計画図３に示す壁面の位置の制限が定められている、花道通りを幅員の最大な前面道路とする敷地においては、１０分

の６３とする。 

建築物の敷地 

面積の最低限度 

１ 建築物の敷地面積は、５００㎡以上でなければならない。 

２ 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合し

ないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しない

こととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。 

壁面の位置の 

制限 

 建築物の壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくは塀その他これらに類する建築物の各部分は、

計画図３に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。 

壁面後退区域に 

おける工作物の 

設置の制限 

 壁面後退部分には、歩行者の通行の妨げとなるような工作物を設置してはならない。ただし、次の各号の一に該当する

工作物は、この限りでない。 

（1）道路の中心からの高さが３．５ｍを越える部分に設置する袖看板等 

（2）歩行者の安全性を確保するために必要な施設 

（3）賑わい創出に資するオープンカフェ等の運営上必要で撤去可能なテーブル・イス等 

建築物等の高さ 

の最高限度 

１ 建築物の高さの最高限度は、１３５ｍ（前面道路境界から３．０ｍ以内の区域にあっては、５０ｍ）とする。 

２ 階段室、昇降機塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８

分の１以内の場合においては、その部分の高さのうち１２ｍまでは当該建築物の高さに算入しない。 

３ 次に掲げる建築物にあっては、前２項の規定は適用しない。 

（1）都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項の規定により定める高度利用地区の区域内の建築物 

（2）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５９条の２第１項の規定により特定行政庁の許可（総合設計）を受けた

建築物 

（3）都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第３６条第１項に規定する都市再生特別地区の区域内の建築物 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

１ 建築物及び工作物の形態、色彩その他の意匠は、街並み形成に配慮するなど、周辺環境に配慮したものとする。 

２ 屋外広告物は、街並み形成に配慮し、エンターテイメントシティとしての賑わいと活力を演出するよう工夫する。 

※は知事協議事項 



「地区計画及び地区整備計画の区域並びに壁面の位置の制限は、計画図に示すとおり」 

理由：土地の有効利用と魅力的な都市景観の創出により、活力と賑わいのある市街地を形成するとともに建築物の更新を誘導し、防災性の向上を図ること

で、安心・安全な市街地を形成するため、地区計画を変更する。 
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東京都市計画地区計画の決定
都市計画南池袋二丁目Ｃ地区地区計画を次のように決定する。

名 称 南池袋二丁目Ｃ地区地区計画

位 置 豊島区南池袋二丁目地内

面 積 約２．３ｈａ

地区計画の目標

池袋副都心に隣接した立地特性を活かし、サンシャインシティやライズシティ池袋、としまエコミューゼタウンと連携
した東池袋駅周辺の拠点となるよう、土地の高度利用を図るとともに、多様な用途による賑わいと安全で快適なまちの実
現をめざす。また、地上及び地下で回遊性を高める歩行者空間を整備し、東京メトロ東池袋駅を中心とした歩行者ネット
ワークを形成するとともに、幹線道路の沿道としてふさわしい、みどり豊かなうるおいのある景観の形成をめざす。
このため、地区内の低未利用地の活用や敷地の共同化を進めるとともに、高質な都心居住機能や子育て、高齢者向けの

生活支援機能の導入等による土地利用転換を図り、住宅・商業・業務等の多様な都市機能の集積による、副都心と連携し
た賑わいのあるまちの形成を誘導する。また、池袋駅から連続する緑の軸や雑司ヶ谷霊園等の地域の緑をつなぐよう、緑
化空間の確保や街路樹等の充実を図るとともに、災害に強いまちの実現へ向けて、豊島区役所等の防災拠点と連携した防
災機能の導入を図る。

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

公共施設等の整備の
方針

公共施設等の整備方針を次のように定める。
１ 大規模な土地利用転換等に伴い、円滑な交通処理を実現させるため、敷地周囲の既存道路を拡幅整備する。
２ 歩行者の回遊性を高めるため、東池袋駅に接続するバリアフリーの地下通路を整備する。
３ 交通結節機能を持つ広場、敷地内通路を補完して交流スペースとなる広場、憩いの空間としての機能を持つ広場を、

地区広場として整備する。
４ 東池袋駅と連絡する地下通路の端部には、交通結節機能を有する地下広場を整備する。 
５ 建築敷地の外周部には、歩行者が安全で快適に通行できる歩道状空地を整備する。
６ 敷地中央部には、回遊性の向上と賑わいのある街並みの形成を図るため、敷地内通路を整備する。

建築物等の整備の
方針

建築物等に関する整備方針を次のように定める。
１ 緑豊かでゆとりのある歩行者空間を確保し、ゆとりのある都市空間を形成するため、壁面の位置の制限を定める。
２ 低層部においては、周辺市街地の街並みに配慮し、調和のとれた形態や意匠の形成を図る。
３ 高層部においては、東池袋地区の高層建築物群と調和のとれた良好な都市景観の形成を図る。
４ 都市計画道路環状５の１号線沿道においては、幹線道路沿道に相応しいにぎわいのある街並みを形成するため、商業

施設や生活支援施設等を整備する。
５ 高層部には、安全に暮し続けられる都心居住を実現するため、ファミリー世帯を中心とした居住機能を整備し、多様

な世代の交流による新たな都市コミュニティの形成を図る。
６ 周辺地域の防災力強化のため、大規模災害時における建築物の自立性を確保するとともに、帰宅困難者のための一時

滞在施設を整備する。  
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再
開
発
等
促
進
区

位 置 豊島区南池袋二丁目地内

面 積 約２．３ｈａ

土地利用に関する
基本方針

 池袋副都心に隣接した立地特性と都市計画道路環状５の１号線及び同補助８１号線の整備に伴う地域ポテンシャルの向
上を活かし、商業・業務・住宅等が一体となった計画的複合市街地を形成する。

主要な公共施設の
配置及び規模

種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考

道 路 区画道路１ ９ｍ 約１１０ｍ 拡 幅

道 路 区画道路２ ９ｍ 約１６０ｍ 拡 幅

その他の公共施設 地下通路 ３ｍ 約 ４０ｍ 新 設

地
区
整
備
計
画

位 置 豊島区南池袋二丁目地内
面 積 約１．７ｈａ

地区施設の配置及び
規模

種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考

広 場

地区広場１ 面積 約５３０㎡ 新 設

地区広場２ 面積 約３００㎡ 新 設

地区広場３ 面積 約６９０㎡ 新 設

地下広場 面積 約４５０㎡ 
新 設

※面積は、階段、エス
カレーターを除く

その他の公共空地

歩道状空地１ ４ｍ 約 ８０ｍ 新 設

歩道状空地２ ４ｍ 約１４０ｍ 新 設

歩道状空地３ ４ｍ 約 ６０ｍ 新 設

歩道状空地４ ４ｍ 約１１０ｍ 新 設

敷地内通路 ６ｍ 約 ７０ｍ 新 設

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建物等の用途の
制限

１ 住宅の居室は、建築物の地上１階に設けてはならない。
２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項及び同条第５項に規定する営業の用に供してはならない。

建築物の容積率
の最高限度

１０分の８０
ただし、１０分の５０以上を住宅の用に供するものとしなければならない。

建築物の容積率
の最低限度

１０分の３０

建築物の建ぺい
率の最高限度

１０分の６



建築物の高さの
最高限度

Ｇ.Ｌ.＋１９０ｍ
建築物の敷地
面積の最低限度

５，０００㎡

建築物の建築
面積の最低限度

１，０００㎡

壁面の位置の
制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱は、計画図３に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。ただし、次の各号
のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分については、この限りでない。
１ 歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、階段、エスカレーター、エレベーター等及びこれら

に設置される屋根、柱、壁その他これらに類するもの
２ 地盤面下の部分
３ 地下駐車場の車路出入口
４ 歩行者の安全を確保するために必要な庇等
５ 給排気施設
６ その他、区長が公益上必要なもので、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたもの

建築物等の形態
又は色彩その他
の意匠の制限

１ 建築物の壁面後退部分、及び建築物の低層部の屋上部分については、みどりのネットワークの形成に貢献するよう、
積極的に緑化を行う。

２ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は原色をさけ、周辺環境と調和したものとする。
３ 建築物の１階部分の都市計画道路環状５の１号線に面する部分については、商業施設、生活支援施設または文化・交

流施設等を整備し、開口部や出入口を設ける等により、沿道の賑わいの創出に配慮したものとする。
４ 屋外広告物は、都市景観に充分に配慮したものとする。

壁面後退区域に
おける工作物の
設置の制限

壁面後退部分には、垣またはさく、その他歩行者の通行の妨げとなるような工作物を設置してはならない。ただし、建築
物の保安及び管理上やむを得ないと区長が認めたものは、この限りではない。

（１）地区広場１及び地区広場３は当該面積の合計の１０分の４以上を緑化すること。ただし、いずれかに集約し、緑化することができるものとする。

（２）容積率の最高限度には、建築基準法に定める容積率の制限の特例部分及び建築基準法第５２条第１４項第１号に基づく東京都容積率の許可に関する

取扱基準（平成２８年３月３１日 ２７都市建企第１３５５号）Ⅱ３（１）の用途に供する部分を除くことができるものとする。 

（３）建築物の高さの最高限度におけるＧ.Ｌ.については、「Ｇ.Ｌ.＝Ｔ.Ｐ.＋３２.４ｍ」とする。 

「地区計画の区域、再開発等促進区の区域、地区整備計画の区域、主要な公共施設の配置、地区施設の配置、地区の区分及び壁面の位置の制限は、計画図に
示すとおり。」

理由：南池袋二丁目Ｃ地区の土地の合理的かつ健全な高度利用と住宅・商業・業務等の多様な都市機能の集積により副都心と連携した賑わいのあるまちの形
成を図るため、市街地再開発事業の都市計画決定に併せて地区計画を決定する



東京都市計画地区計画
南池袋二丁目Ｃ地区地区計画 計画図１

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の１地形図を使用して作成したものである。ただし、計画線は都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。 
（承認番号）29都市基交著第 53号」「（承認番号）29 都市基街都第 82号、平成 29年 6月 22 日」 



東京都市計画地区計画
南池袋二丁目Ｃ地区地区計画 計画図２

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の１地形図を使用して作成したものである。ただし、計画線は都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。 
（承認番号）29都市基交著第 53号」「（承認番号）29 都市基街都第 82号、平成 29年 6月 22 日」 



東京都市計画地区計画
南池袋二丁目Ｃ地区地区計画 計画図３

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の１地形図を使用して作成したものである。ただし、計画線は都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。 
（承認番号）29都市基交著第 53号」「（承認番号）29 都市基街都第 82号、平成 29年 6月 22 日」 



東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定

都市計画南池袋二丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。

幅員の〔 〕は全幅員を示す。

名 称 南池袋二丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業

施行区域面積 約１．７ｈａ

公共施設の

配置及び規模
道 路

種 別 名 称 規 模 備 考

区画街路
特別区道４２－２６０ 幅員 9.0ｍ〔9.0ｍ〕、延長約 110ｍ 拡幅整備 

特別区道４２－２００ 幅員 9.0ｍ〔9.0ｍ〕、延長約 160ｍ 拡幅整備 

建築物の整備

街区番号 建築面積
延べ面積［容積対象面

積］
主要用途 建築物の高さの限度 備 考

Ⅰ－Ⅰ 約 5,200 ㎡ 
約 105,000 ㎡ 

[約 70,100 ㎡] 
住宅、店舗、事務所、駐車場 等 

ＧＬ＋１９０ｍ 

（ＧＬ＝ＴＰ＋32.4ｍ）

Ⅰ－Ⅱ 約 3,500 ㎡ 
約 75,300 ㎡ 

[約 50,400 ㎡] 
住宅、店舗、子育て支援施設、駐車場等 

ＧＬ＋１８５ｍ 

（ＧＬ＝ＴＰ＋32.4ｍ）

建築敷地の整備

街区番号 建築敷地面積 整 備 計 画

Ⅰ－Ⅰ 約 8,800 ㎡ 

道路境界から壁面を後退させ、幅員４ｍの歩道状空地を整備する。 

敷地内に約 530 ㎡及び約 300 ㎡の地区広場及び約 450 ㎡の地下広場を整備する。 

地下広場から東池袋駅へ接続する幅員３ｍの地下通路を整備する。 

Ⅰ－Ⅱ 約 6,300 ㎡ 
道路境界から壁面を後退させ、幅員４ｍの歩道状空地を整備する。 

敷地内に約 690 ㎡の地区広場を整備する。 

住宅建設の目標
戸 数 面 積 備 考

約 1,450 戸 約 165,100 ㎡ 

参 考 再開発等促進区を定める地区計画区域内にあり。

「施行区域，公共施設の配置，街区の配置，建築物の高さの限度は計画図表示のとおり」

理由：土地の合理的かつ健全な高度利用と住宅・商業・業務等の多様な都市機能の集積により副都心と連携した賑わいのあるまちの形成を図るため、第一種

市街地再開発事業を決定する。
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東京都市計画第一種市街地再開発事業
南池袋二丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業 計画図１

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の１地形図を使用して作成したものである。ただし、計画線は都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。 
（承認番号）29都市基交著第 53号」「（承認番号）29 都市基街都第 82号、平成 29年 6月 22 日」 



東京都市計画第一種市街地再開発事業
南池袋二丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業 計画図２

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の１地形図を使用して作成したものである。ただし、計画線は都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。 
（承認番号）29都市基交著第 53号」「（承認番号）29 都市基街都第 82号、平成 29年 6月 22 日」 



東京都市計画第一種市街地再開発事業
南池袋二丁目Ｃ地区第一種市街地再開発事業 計画図３

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の１地形図を使用して作成したものである。ただし、計画線は都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。 
（承認番号）29都市基交著第 53号」「（承認番号）29 都市基街都第 82号、平成 29年 6月 22 日



東京都市計画高度地区の変更

都市計画高度地区を次のように変更する。

面積欄の（ ）内は変更前を示す。

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」

理由：南池袋二丁目 C 地区地区計画及び南池袋二丁目 C 地区第一種市街地再開発事業の決定

に伴い、市街地環境と土地利用の観点から検討した結果、高度地区を変更する。

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 備考

〔

最

高

限

度

〕

第１種
高度地区

約 ha 
116.4 

（116.4）

 建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以
下同じ。）は、当該部分から前面道路の反対側の境界線
又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の０．６倍に
５メートルを加えたもの以下とする。

第２種
高度地区

約 ha 
175.0 

（175.0）

 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反
対側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距
離が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の
１．２５倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真
北方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあって
は、当該水平距離から８メートルを減じたものの０．６
倍に１５メートルを加えたもの以下とする。

第３種
高度地区

約 ha 
630.7 

（632.4）

 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反
対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距
離が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の
１．２５倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該
真北方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっ
ては、当該水平距離から８メートルを減じたものの０．
６倍に２０メートルを加えたもの以下とする。

小 計
約 ha 

922.1 
（923.8）

１ 制限の緩和
この規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの（以下「水面
等」という。）がある場合又は敷地の北側の隣地境界線に接して水面等がある場合
においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面等に接する隣地境界線
は、当該水面等の幅の２分の１だけ外側にあるものとみなす。

(2) 敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路がある場合においては、当該前面道
路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。）の地盤面（隣地に建築物がない場合にお
いては、当該隣地の平均地表面をいう。以下同じ。）より１メートル以上低い場合
においては、当該敷地の地盤面は、当該高低差から１メートルを減じたものの２分
の１だけ高い位置にあるものとみなす。

２ 一定の複数建築物に対する制限の特例
一定の複数建築物に対する制限の措置は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成し
ている場合において、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」と
いう。）第８６条第 1 項及び第３項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規
定を準用する場合を含む。）の規定により一又は二以上の建築物の一の敷地とみ
なす敷地については、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみな
し、この規定を適用する。

(2) 一定の一団の土地の区域について、基準法第８６条第２項及び第４項（同法第
８６条の２第８項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により、
当該区域内に存することとなる各建築物の一の敷地とみなす敷地については、当該
一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなし、この規定を適用
する。

〔
最

高

限

度
〕

３ 既存不適格建築物等に対する適用の除外
この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建
築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対して
は、当該規定は適用しない。

４ 許可による特例
 次の各号の一に該当する建築物で特定行政庁（当該建築物に関する建築基準法上の事務
について権限を有する特定行政庁をいう。以下同じ。）が許可したものについては、この規
定は適用しない。この場合において、特定行政庁は、それぞれの規定に基づき許可すると
きは、あらかじめ建築審査会の同意を得るものとする。
(1) 都市計画として決定した一団地の住宅施設に係る建築物で土地利用上適当と認めら

れるもの
(2) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３６条に定める敷地内空地及び

敷地規模を有する敷地に総合的な設計に基づいて建築される建築物で市街地の環境の
整備改善に資すると認められるもの

(3) その他公益上やむを得ないと認め、又は周囲の状況等により環境上支障がないと認め
られる建築物

種 類 面 積 建築物の高さの制限度又は最低限度 備考

〔
最

低

限

度
〕

既決定地区 

東 池 袋 三  丁目 

地区

約 ha
5.4 

（5.4）

建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）の 
最低限度は１２メートルとする。ただし、当該建築物のうち
高さが１２メートル未満の建築物の部分の水平投影面積の
合計が建築面積の３分の１以下である場合においては、当該 
建築物のその部分については、この規定は適用しない。

既決定地区 

雑 司ヶ 谷 墓 地 

周辺地区

立 教 大 学  周辺 

地区

約 ha
69.4 

（70.2）

建築物の高さの最低限度は７メートルとする。ただし、
次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分について
は、この規定は適用しない。 
(1)都市計画施設の区域内の建築物 
(2)高さが７メートル未満の建築物の部分の水平投影面積 

の合計が建築面積の２分の１未満かつ１００平方メー
トル未満の建築物の当該部分

(3)増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築 
基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３７
条の１０第１号及び第２号に定める範囲のもの 

(4)附属建築物で平屋建のもの（建築物に附属する門又は 
へいを含む。） 

(5)地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設ける建築 
物その他これらに類するもの 

(6)その他の建築物で特定行政庁（当該建築物に関する建
築基準法上の事務について権限を有する特定行政庁
をいう。）が公益上又は土地利用上やむを得ないと認め
て許可したもの 

小 計

約 ha

74.8 
（75.6）

合 計
約 ha

996.9 
（999.4）
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変 更 概 要

変更箇所 変更前 変更後 面積 備考

南池袋二丁目地内 第３種高度地区 指定無し
約     ha 

1.7 

南池袋二丁目地内
最低限高度地区

（7ｍ）
指定無し

約  ha 
0.8 



東京都市計画高度地区 計画図

「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の１地形図を使用して作成したものである。ただし、計画線は都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。 

（承認番号）29都市基交著第 53号」「（承認番号）29 都市基街都第 82号、平成 29年 6月 22 日」 



東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更

都市計画防火地域及び準防火地域を次のように変更する。

面積欄の（ ）内は変更前を示す。

種 類 面 積 備 考

防 火 地 域

約 ha 
559.0 
（558.1）

準 防 火 地 域

約 ha 
742.0 
（742.9）

合 計

約 ha 
1,301.0 

（1,301.0）

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」

理由：南池袋二丁目 C地区地区計画及び南池袋二丁目 C地区第一種市街地
再開発事業の決定に伴い、都市防災上の観点から、防火地域及び準防火地

域を変更する。

変 更 概 要

変更箇所 変更前 変更後 面積 備考

南池袋二丁目地内 準防火地域 防火地域
約 ha 

0.9 
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「この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の１地形図を使用して作成したものである。ただし、計画線は都市計画道路の計画図から転記したものである。無断複製を禁ず。 

（承認番号）29都市基交著第 53号」「（承認番号）29 都市基街都第 82号、平成 29年 6月 22 日」 
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東京都市計画都市再生特別地区の変更 

都市計画都市再生特別地区を次のように変更する。 

種類 面積 建築物そ 

の他の工 

作物の誘 

導すべき 

用途 

建築物の 

容積率の 

最高限度 

建築物の 

容積率の 

最低限度 

建築物の 

建蔽率の 

最高限度 

建築物の 

建築面積の

最低限度 

建築物の高さ 

の最高限度 

壁面の位置の制限 備考 

都
市
再
生
特
別
地
区
（
赤
坂
二
丁
目
地
区
）

約 2.0ha ― 115/10 

（注１） 

ただし、

13/10 以上を

歴史文化発信

施設、宿泊施

設等及びこれ

らに付随する

施設の用途と

する。 

30/10 8/10 

（注２） 

1,000 ㎡ 高層部：210ｍ 

低層部 A：45ｍ 

低層部 B：20ｍ 

（注３） 

※高さの基準点

は T.P.+10.5

ｍとする。

建築物の外壁又はこれ

に代わる柱は計画図に示

す壁面線を越えて建築し

てはならない。ただし、次

の各号の一に該当する建

築物等については、この限

りでない。 

(1) 歩行者等の回遊性

及び利便性を高める

ために設ける階段、

エスカレーター、エ

レベーター等並びに

これらに設置される

屋根、柱、壁その他

これらに類するもの 

(2) 歩行者等の快適性

及び安全性を高める

ために設ける屋根、

ひさし、落下防止柵

その他これらに類す

るもの 

(3) 既存の広域通信施

設の管理のために必

要な建築物の部分及

びフェンス等 

１ 中水道施設の用に供

する部分は、500㎡を

上限として、容積率の

算定の基礎となる延べ

面積から除く（注１）。 

２ 大型受水槽の用に供

する部分は、500㎡を

上限として、容積率の

算定の基礎となる延べ

面積から除く（注１）。 

３ 建築基準法第 53条第

5 項第一号に該当する

建築物にあっては、

2/10を加えた数値とす

る（注２）。 

４ 建築基準法第２条第

１項第一号に該当する

建築物以外の工作物に

ついては除く（注３）。 

５ 別添図のとおり地下

通路整備、道路表層整

備及び電線類地中化を

行う。 

03111

9
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その他の既決定の地区 面 積 位 置 

都市再生特別地区(大崎駅西口Ｅ東地区) 

都市再生特別地区(大崎駅西口Ａ地区) 

都市再生特別地区(丸の内１－１地区) 

都市再生特別地区(大手町地区) 

都市再生特別地区(西新宿一丁目７地区) 

都市再生特別地区(丸の内２－１地区) 

都市再生特別地区(淡路町二丁目西部地区) 

都市再生特別地区(大手町一丁目６地区) 

都市再生特別地区(日本橋室町東地区) 

都市再生特別地区(北品川五丁目第１地区) 

都市再生特別地区(銀座四丁目６地区) 

都市再生特別地区(渋谷二丁目２１地区) 

都市再生特別地区(神田駿河台三丁目９地区) 

都市再生特別地区(京橋二丁目１６地区) 

都市再生特別地区(丸の内二丁目７地区) 

都市再生特別地区(京橋二丁目３地区) 

都市再生特別地区(銀座四丁目１２地区) 

都市再生特別地区(神田駿河台四丁目６地区) 

都市再生特別地区(京橋三丁目１地区) 

都市再生特別地区(丸の内一丁目１－１２地区) 

都市再生特別地区(銀座六丁目１０地区) 

都市再生特別地区(日本橋二丁目地区) 

都市再生特別地区(大手町一丁目１地区) 

都市再生特別地区(浜松町二丁目４地区) 

都市再生特別地区(渋谷駅地区) 

都市再生特別地区(渋谷三丁目２１地区) 

都市再生特別地区(日比谷地区) 

約  2.4 ha 

約  1.8 ha 

約  1.2 ha 

約 16.2 ha 

約  0.9 ha 

約  1.7 ha 

約  2.2 ha 

約  1.5 ha 

約  1.8 ha 

約  3.6 ha 

約  0.9 ha 

約  1.1 ha 

約  2.2 ha 

約  0.7 ha 

約  1.7 ha 

約  1.0 ha 

約  1.0 ha 

約  1.3 ha 

約  1.3 ha 

約  1.3 ha 

約  1.4 ha 

約  4.8 ha 

約  2.4 ha 

約  3.2 ha 

約  4.9 ha 

約  1.0 ha 

約  1.4 ha 

品川区大崎二丁目及び大崎三丁目各地内 

品川区大崎二丁目地内 

千代田区丸の内一丁目及び中央区八重洲一丁目各地内 

千代田区大手町一丁目及び大手町二丁目並びに中央区八重洲一丁目各地内 

新宿区西新宿一丁目地内 

千代田区丸の内二丁目地内 

千代田区神田淡路町二丁目地内 

千代田区大手町一丁目地内 

中央区日本橋室町一丁目及び日本橋室町二丁目各地内 

品川区北品川五丁目地内 

中央区銀座四丁目地内 

渋谷区渋谷二丁目地内 

千代田区神田駿河台三丁目地内 

中央区京橋二丁目地内 

千代田区丸の内二丁目地内 

中央区京橋二丁目地内 

中央区銀座四丁目地内 

千代田区神田駿河台四丁目地内 

中央区京橋三丁目地内 

千代田区丸の内一丁目及び中央区八重洲一丁目各地内 

中央区銀座六丁目地内 

中央区日本橋二丁目地内 

千代田区大手町一丁目地内 

港区浜松町二丁目地内 

渋谷区渋谷二丁目、道玄坂一丁目及び道玄坂二丁目各地内 

渋谷区渋谷二丁目及び渋谷三丁目各地内 

千代田区有楽町一丁目地内 



 

 

都市再生特別地区(虎ノ門二丁目地区) 

都市再生特別地区(桜丘町１地区) 

都市再生特別地区(丸の内三丁目１０地区) 

都市再生特別地区(竹芝地区) 

都市再生特別地区(虎ノ門四丁目地区) 

都市再生特別地区(虎ノ門一丁目３・１７地区) 

都市再生特別地区(大手町一丁目２地区) 

都市再生特別地区(八重洲一丁目６地区) 

都市再生特別地区(八重洲二丁目１地区) 

都市再生特別地区(宇田川町１５地区) 

都市再生特別地区(京橋一丁目東地区) 

都市再生特別地区(八重洲二丁目中地区) 

都市再生特別地区(虎ノ門・麻布台地区) 

都市再生特別地区(日本橋一丁目中地区) 

都市再生特別地区(芝浦一丁目地区) 

都市再生特別地区(虎ノ門一・二丁目地区) 

約  2.9 ha 

約  2.6 ha 

約  1.6 ha 

約  2.4 ha 

約  1.8 ha 

約  2.2 ha 

約  2.8 ha 

約  1.4 ha 

約  1.7 ha 

約  0.7 ha 

約  1.6 ha 

約  2.2 ha 

約  8.1 ha 

約  3.9 ha 

約  4.7 ha 

約  2.4 ha 

港区虎ノ門二丁目及び赤坂一丁目各地内 

渋谷区桜丘町及び道玄坂一丁目各地内 

千代田区丸の内三丁目地内 

港区海岸一丁目地内 

港区虎ノ門三丁目及び虎ノ門四丁目各地内 

港区虎ノ門一丁目地内 

千代田区大手町一丁目地内 

中央区八重洲一丁目地内 

中央区八重洲二丁目地内 

渋谷区宇田川町及び神南一丁目各地内 

中央区京橋一丁目地内 

中央区八重洲二丁目地内 

港区虎ノ門五丁目、麻布台一丁目及び六本木三丁目各地内 

中央区日本橋一丁目地内 

港区芝浦一丁目及び海岸二丁目各地内 

港区虎ノ門一丁目及び虎ノ門二丁目各地内 

小 計 約107.9 ha  

今回変更する地区   

都市再生特別地区(赤坂二丁目地区)※本件 

都市再生特別地区(歌舞伎町一丁目地区) 

約  2.0 ha 

約  0.6 ha 

港区赤坂一丁目及び赤坂二丁目各地内 

新宿区歌舞伎町一丁目及び歌舞伎町二丁目各地内 

合 計 約110.5 ha  

「位置、区域、高さの最高限度及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理 由 ： 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市再生特別地区を変更する。 
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東京都市計画都市再生特別地区

赤坂二丁目地区　計画図２
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凡例
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